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地方公共団体の保有するパーソナルデータに関する作業工程（案）

〇地方公共団体の保有するパーソナルデータを同じルールで円滑に利活用することが可能な環境を迅速に実現するために、作成組織に係る立法措置の在
り方について、上記の工程に従って検討を進める。その際、非識別加工情報の仕組みを導入するための条例改正は不要となるよう検討を進める。

〇なお、作成組織の検討を進める過程においても地域のデータ利活用を積極的に推進するといった観点から自主的に条例を整備する場合には、必要な情
報提供等を行う。

☆規制改革実施計画 閣議決定（H30.6.15）

・有識者検討会の設置 ｢地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る
効率的な仕組みの在り方に関する検討会｣ 審議

地方の非識別加工情報の活用事例の整理

・作成組織に必要となるセキュリティ基準等
・作成組織の認定等、国の関与の在り方

・作成組織の加工基準
・作成組織の加工対象となる個人情報の範囲等
・地方公共団体からの個人情報の円滑な提供

・作業工程（案）
・今後の検討項目等

・個人情報に係るデータ形式
・作成組織における提供と各団体の条例における非識別加工情報の関係

☆作成組織に関して、立法措置の在り方に
ついて具体的な論点を整理・結論
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・事業採算性等の実効性を検証し、
その結果に基づき必要な措置
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